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女
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曜
撃
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図
書
縦
覧
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尚
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金
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図
在
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村
 

金
木
村
治
 

金
木
村
役
場
 

金
木
村
有
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金
木
村
財
政
 

村
有
林
経
誉
の
状
況
 

金
木
村
名
春
職
員
 

金
木
村
消
防
組
 

金
木
村
衛
生
 

金
木
村
善
行
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表
彰
・
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官
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金
木
警
察
分
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五
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国
裁
判
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金
木
出
張
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金
木
郵
便
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金
木
村
教
育
 

明
治
高
等
小
撃
校
 

金
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第
一
尋
常
小
畢
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金
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第
二
尋
常
小
畢
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金
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輸
出
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組
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…
…
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金
木
村
各
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膿
及
曾
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金
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青
年
曾
 

金
木
村
振
興
曾
 

金
木
少
年
養
生
曾
 

金
木
村
地
主
曾
 

森
林
保
護
組
合
 

大
谷
派
婦
人
法
話
曾
金
木
支
部
 

金
木
村
勧
倹
貯
蓄
 

節
酒
曾
郵
便
貯
金
組
合
 

金
木
勧
検
貯
金
曾
 

日
露
戦
争
紀
念
組
合
貯
金
 

寺
町
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金
貯
蓄

…
…
…
・
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神
社
悌
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村
社
」
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神
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金
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乗
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金
 
木
 
村
 

金
木
村
は
青
森
懸
北
津
軽
郡
の
中
央
に
位
す
る
一
郷
に
し
て
大
字
は
五

匡
に
分
れ
金
木
、
川
倉
、
藤
枝
、
蒔
田
、
神
原
と
云
ふ
明
治
四
十
三
年
末

戸
数
七
百
七
十
一
戸
人
口
五
千
三
百
三
十
七
人
内
男
二
千
七
百
四
十
一
人

女
ニ
千
五
百
九
十
六
人
面
積
東
西
二
里
南
北
一
里
二
十
町
に
し
て
水
田
五

百
六
十
八
町
八
反
四
畝
二
十
四
歩
畑
八
十
町
八
反
九
畝
十
六
歩
宅
地
四
十

七
町
四
反
八
畝
二
十
三
歩
山
林
原
野
等
七
百
三
十
五
町
八
反
三
畝
十
五
歩

を
有
し
其
他
四
千
除
町
歩
の
官
有
林
野
あ
り
而
し
て
東
は
青
森
市
を
距
る

八
里
南
弘
前
市
を
距
る
十
里
北
小
泊
湊
を
距
る
九
里
に
し
て
貨
物
物
産
の

輪
出
頗
る
便
な
り
加
ふ
る
に
本
村
は
土
地
高
燥
肥
沃
南
西
は
田
畑
を
以
て

園
み
東
北
は
贋
漠
た
る
山
野
に
し
て
空
気
清
く
東
方
は
大
倉
岳
を
眺
め
南

方
は
岩
木
山
を
望
み
て
天
然
の
風
光
愛
す
へ
き
も
の
あ
り
又
金
木
川
の
流

域
は
大
字
金
木
と
幾
多
の
水
田
を
経
て
岩
木
川
に
注
け
り
維
新
前
は
御
役

所
を
此
に
置
き
金
木
組
二
十
五
ケ
村
を
管
轄
し
御
蔵
奉
行
を
置
き
て
金
木

組
の
内
十
ケ
村
及
金
木
蒔
田
十
八
ケ
村
に
於
て
一
菖
二
千
石
を
総
轄
せ
り
 

⑥
金
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村
治
 

金
木
村
役
場
 

金
木
村
大
字
朝
日
山
三
百
八
十
七
番
地
ノ
ニ
銃
に
あ
り
明
治
十
六
年
の
 

新
築
に
し
て
自
治
制
施
行
以
来
村
長
の
交
迭
八
回
助
役
の
交
九
同
な
り
現
 
 

村
長
今
平
次
郎
は
明
治
四
十
一
年
二
月
七
日
選
畢
せ
ら
れ
助
役
高
橋
良
「
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郎
は
明
治
四
十
三
年
選
畢
せ
ら
れ
牧
入
役
柴
田
責
外
初
期
五
名
雇
員
二
名
 

使
丁
二
名
を
以
て
組
織
し
専
ら
村
治
に
鞍
掌
せ
り
 

左
に
自
治
制
施
行
以
来
の
村
長
助
役
を
掲
く
 

村
 
長
 

木
村
岩
五
郎
 
福
士

荘
太
郎
 
白

川
 
重
治
 

野
呂
雄
之
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士
荘
太
郎
 
安
田
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囲
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昌
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新
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物
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五
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坪
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、

村
基
本
金
 

百
六
拾
五
回
式
拾
八
銭
四
厘
 

一
、

村
有
農
工
銀
行
株
式
 

壷
千
回
 

、
救
済
資
金
基
本
金
 

、
撃
校
基
本
財
産
積
立
金
 

、
公
曾
場
 

、
消
防
機
械
置
場
 

、
川
倉
巡
査
駐
在
所
 

、
種
馬
種
附
所
 

、
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附
所
敷
地
 

金
 

一
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、
 

式
百
八
拾
六
園
拾
銭
六
厘
 

五
拾
壷
園
参
拾
九
銭
 

一
棟
 
参
十
五

坪
 

五
棟
 
十
七
坪
 

一
棟
 
七
坪
五

Aロ
 

一
棟
 
四
十
六

坪
二
合
五
勺
 

四
反
八
畝
二
十
五
歩
 

八
拾
参
回
六
拾
参
銭
 

四
町
一
反
五
畝
八
歩
 

五
拾
六
園
七
拾
六
銭
参
厘
 

四
反
六
畝
二
十
三
歩
 

式
拾
壷
回
八
拾
九
銭
六
厘
 

金
木
村

財
政
 

明
治
四
十
「
〒
度
金
木
村
歳
入
像
算
高
壷
菖
壷
参
千
六
拾
壷
回
七
拾
五
 

銭
六
厘
に
し
て
歳
出
経
常
費
像
算
高
金
七
千
八
百
拾
壷
回
八
拾
壷
回
八
拾

式
銭
六
厘
臨
時
費
像
算
高
五
千
武
百
四
拾
九
園
九
拾
参
銭
な
り
其
内
村
税

と
し
て
賦
課
す
へ
き
金
額
萱
菖
式
千
百
八
拾
六
園
八
拾
八
銭
九
厘
に
し
て

課
税
種
目
及
課
税
率
を
畢
く
れ
は
左
の
如
し
 

地
 
債
 
割
 
一
、

三
七
〇
、
四
一
九
 

本
年
度
宅
地
祖
七
百
七
拾
六
回
八
拾
八
銭
五
厘
壷
回
に

付
九
銭
田
畑
地
租
六
千
百
五
拾
四
回
七
拾
銭
壷
回
に
付

武
拾
萱
銭
雑
地
租
四
拾
四
園
五
拾
壷
銭
五
厘
壷
回
に
付

拾
八
銭
 

図
税
営
業
税
割
 
一
四

九
、
三
一
一
 

同
図
税
管
業
税
像
算
高
九
百
九
拾
五
回
四
拾
銭
六
厘
壷
 

回
に
付
拾
五
銭
即
ち
本
税
の
十
分
の
一
、
五
 

一三
 
所
得
税

割
 
一
九

〇
、
三
九
〇
 

同
所
得
税
像
算
高
千
式
百
六
拾
九
回
式
拾
七
千
萱
回
に
 

付
拾
五
銭
即
ち
本
税
の
十
分
の
一
、
五
 

県
税
営
業
税
雑
種
税
割
 
一
、
 一
六
三
、
 一
七
八
 

同
懸
税
管
業
税
雑
種
税
像
算
高
千
式
百
九
拾
式
回
四
拾
 

式
銭
壷
園
に
付
九
拾
銭
即
ち
本
税
の
十
分
の
九
 

別
 

割
 
九
、

三
一
三
、
五
九
一
 

同
懸
税
戸
数
割
像
算
高
九
百
参
拾
八
回
八
拾
七
銭
壷
回
 

三
百
八
十
町
六
反
六
畝
二
十
七
歩

八
百
七
拾
九
鳳
九
拾
参
銭
五
厘

四
千
九
百
回
 

二
百
五
十
五
町
三
反
五
畝
十
三
歩
 

百
四
拾
回
八
拾
四
銭
八
厘
 

参
千
五
百
五
拾
園
 

一 神 一 一 蒔一 藤一 一 ー 川 一 一 

金 土 原 金 土 田 金 枝 公 積 土 倉公 積 土 木 
債 立 	 立 

地 匡 地 匡 逼及 金 地 逼債 金地 逼 
債 
券 

(10) 



戸 雑 管 

数 種 業 

割 税 税 

誉 所 地

業 得 

税 税 租 

責

薬
誉
業
税
 

懸
税
地

租

割
 

管
業
税
附
加
税

所
得
税
附
加
税
 

に
付
九
園
九
拾
式
銭
即
ち
本
税
の
九
倍
九
分
式
厘
 

明
治
四
十
三
年
度
に
於
て
取
扱
ひ
た
る
園
懸
税
の
額
を
畢
く
れ
は
左
の
如
 

し
 、

金
六
千
九
百
八
拾
壷
回
六
拾
五
銭
 

、
金
千
五
百
八
拾
五
回
八
拾
武
銭
 

、
金
千
百
四
回
五
拾
七
銭
 

、
金
 
参
 
園
 

合
計
金
九
千

六
百
七
拾
五
回
四
銭
 

、
金
式
千
九
百
七
園
五
拾
式
銭
 

、
金
四
百
五
拾
壷
園
式
拾
壷
銭
 

、
金
千
式
百
四
拾
参
園
五
拾
四

銭
 

、
金
千
百
七
圃
式
拾
六
銭
 

、
金
百
四
拾
六
園
壷
銭
 

、
金
百
六
拾
園
七
拾
参
銭
 

合
計
金
六
千
拾
六
回
式
拾
七
銭
五
厘
 

村
有
林
経
皿
呂
ノ
状
況
 

本
村
の
民
有
山
林
原
野
面
積
七
百
三
十
五
町
八
反
三
畝
十
五
歩
な
り

此

地
た
る
ゃ
数
十
年
来
の
荒
蕪
地
に
し
て
曾
て
植
林
等
の
こ
と
な
か
り
し

か

明
治
三
十
六
年
金
木
川
倉
の
二
匡
へ
植
林
事
業
を
行
ふ
こ
と
を
計
書
し
或

は
苗
木
を
購
入
し
或
は
懸
廃
ょ
り
下
附
を
得
て
始
め

て
植
栽
を
な
せ
し
は

同
年
な
り
き
夫
よ
り
引
績
き
年
々
植
林
を
行
ひ
本
年
即
ち
明
治
四
十
三
年

に
至
る
ま
で
八
ケ
年
間
に
植
栽
せ
る
も
左
の
如
し
 

金

木
村

消
防
組
 

明
治
二
十
年
よ
り
大
字
金
木
に
の
み
私
立
消
防
組
お
り
て
阿
部
兵
太
郎

頭
取
な
り
し

か
同
二
十
七
年
七
月
消
防
組
に
関
す
る
勅
令
の
下
の
之
れ
を

慶
止
す
る
と
同
時
に
従
来
備
付
の
機
械
器
具
は
悉
く
村
へ
寄
附
し
頭
取
一

人
小
頭

二
人
消
防
手
五
十
人
を
以
て
此
に
公
立
金
木
消
防
組
の
組
織
を
な

せ
り
 

明
治
三
十

三
年
よ
り
川
倉
、
藤
枝
、
蒔
田
、
洋
部
の
数
部
落
に
於
て
各

自
私
立
消
防
組
の
如
き
も
の
を
組
織
し
た
る
も
維
持
上
の
開
係
よ
り
同
四

十
年
迄
に
器
械
器
具
を
悉
く
村
へ
寄
附
せ
り
此
に
於
て
金
木
消
防
組
の
組

織
を
改
め
た
り
 

明
治
二
十
七
年
公
立
消
防
組
々
織
の
始
め
頭
取
は
福
士
博
八
な
り
し
か

爾
後
高
橋
蒲
右
衛
門
、
阿
部
兵
太
郎
等
の
更
迭
あ
り
同
三
十

一
年
よ
り
現

在
伊
藤
豊
吉
其
任
に
営
れ
り
 

同
三
十
三
年
よ
り
小
頭
及
消
防
手
を
増
員
し
て
各
大
字
よ
り
募
集
す
る

こ
と
と
せ
り
 

同
三
十
七
年
よ
り
従
来
の
不
便
な
る
器
械
を
鷹
し
卿
筒
を
購
入
し
各
大

字
部
落
四
ケ
所
へ
支
部
を
置
き
器
械
置
場
を
設
け
卿
筒
其
他
の
器
械
器
具

を
配
置
し
大
字
金
木
は
頭
取
自
ら
管
理
し
他
部
落
は
十
人
長
を
以
て
之
を

管
理
せ
し
む
 

現
時
の
消
防
組
員
は
頭
取
一
人
小
頭
四
人
消
防
手
百
人

（
十
人毎
に
長

一
人
を
置
く
）
な
り
 

扇
 
松
 
杉
 
金
 

柏
 
木
 

逼
 

落
葉
松
 

松
 
杉
 
川
 
棒
 

倉
 
逼
 

一属
 
柏
 

落
葉
松
 

八
菖
一
千
本
 

拾
高
五
千
七
百
本
 

五
千
本
 

千
六
百
本
 

二
千
本
 

六
菖
五
千
本
 

一
菖
五
百
本
 

四
千
五
百
本
 

一
千
本
 

、
 

金
木
村

名
誉
口職
員
 

金
木
村
長
 
今
 
平
次
郎
 

助
役
 
高
橋
良
三

郎
 

村
曾
議
員
 
津
島

源
右
衛
門
 

津
島
忠
次
郎
 
高
橋
蒲
左
衛
門

長
内
 
亮
 
丹

場
 
惣
吉
 
津
島
 

久
吉

白
川
 
重
治
 
中
谷

子
之
助
 
原
田
久
太

郎

傍
島
柾
之
助
 
前
田
吉
太

郎
 
大
橋
友
」

廊
 

公
民
よ
り
選
挙
せ
ら
れ
た
る
畢
務
委
員
左
の
如
し
 

津
島
忠
次
郎
 
伊

藤
 
豊
吉
 

長
内
 
亮

中
谷
 
清
水
 
田
中
 

要
吉
 

金
木
村

衛
生
 

明
治
十
一
年
十
二
月
青
森
病
院
金
木
分
病
院
を
建
設
し
同
十
二
年
名
構

を
公
立
病
院
と
改
め
書
師

ニ
名
司
計
係
一
名
幹
事
ニ
名
病
院
係
四
名
を
置

き
維
持
し
来
り
し
か
同
三
十
年
公
立
病
院
に
開
す
る
規
則
責
施
せ
ら

れ
経

費
の
開
係
よ
り
之
れ
か
組
織
を
解
き
金
木
腎
院
と
改
構
し
て
建
物
を
無
料

貸
付
と
為
し
毎
年
若
千
の
補
助
金
を
交
付
し
て
瞥
師
の
自
管
に

一
任
す
現

在
の
主
任
轡
は
鳴
海
裕
清
に
し

て
同
四
十
四
年
四
月
よ
り
開
業
せ
り
是
迄

本
村
に
開
業
し
た
る
讐
師
数
名
あ
り
し
も
何
れ
も
数
年
な
ら
す
し
て
他
に

移
轄
し
目
下
開
業
を
縫
績
す
る
も
の
は
奮
来
よ
り
本
村
に
居
住
せ
る
岡
本

豊
太
郎
一
名
あ
る
の
み
 

隔
離
病
舎
は
明
治
三
十

二
年
の
建
築
に
し
て
其
工
費
金
八
百
回
な
り
事

務
室
消
毒
室
其
他
博
染
病
像
防
上
設
備
稽
整
頓
せ
り
而
し
て
建
設
以
来
牧

容
し
た
る
患
者
の
数
を
畢
く
れ
は
左
の
如
し
 

赤
痢
患
者
十
ヒ
人
 

内
 
死
亡

者
 

四
人
 

金
木
村

並
口行
者
表

彰
 

軽
挑
浮
華
の
弊
を
矯
正
し
醇
厚
篤
責
の
風
を
養
成
す
る
目
的
を
以
て
明

治
四
十
三
年
三
月
善
行
者
表
彰
規
程
を
設
け
既
に
第
一
同
表
彰
を
行
ひ
た

り
則
ち
本
規
程
の
要
項
既
に
第
一
回
表
彰
を
行
ひ
た
り
則
ち
本
規
程
の
要

項
升
に
表
彰
せ
ら
れ
た
る
人
名
左
の
如
し
 

・

李
 
要
 

項
 

一
、
木
村
民
に
し
て
左
記
各
項
に
該
営
す
る
も
の
は
衆
薦
の
模
範
と
し
て
 

(12) 	 (ii) 



同
 
同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 警 同 同 警 同 

部 

上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 部 上 上 補 上 

明
治
二
十

一
年
十
月
二
十
日

同
 
二
十
八
年
ニ
月
ニ
十
六
日

同
 
三
十
年
七
月
十
五
日

同
 

年
十
月
二
十
九
日

同
 
三
十
三
年
九
月
七
日

同
 
四
十
三
年
三
月
三
十
日
 

拝 拝 拝 拝 拝 拝

命 命 命 命 命 命 

其
善
行
を
表
彰
す
 

素
行
正
し
く
し
て
一
家
輯
睦
の
も
の
 

質
素
に
し

て
著
修
に
流
れ
さ
る
も
の
 

諸
税
の
納
期
を
違
は
す
完
納
す
る
も
の
 

職
業
に
忠
責
精
働
す
る
も
の
 

公
共
心
に
富
み
徳
行
卓
絶
な
る
も
の
 

農
事
上
手
入
仕
舞
の
能
き
も
の
 

畢
生
其
他
の
見
童
に
し
て
品
行
方
正
親
に
孝
行
な
る
も

の
 

第
一
同
表
彰
人
名
 

金
木
村
大
字
金
木
 
徳
田
 

儀
助
 

同
村
大
字
同
 
古

川
小
三
郎
 

同
村
大
字
神
原
 
前
田

菊
次
郎
 

同
村
大
字
川
倉
 
白

川
 
重
吉
 

各
通
以
上
四
名
乙
種
 

金
木
村
大
字
金
木
 
小
林
 

長
太
 

同
村
大
字
蒔
田
 
田
中
 

角
禰
 

同
村
大
字
藤
枝
 
三

橋
運
次
郎
 

角
通
以
上
三
名
丙
種
 

表
 
彰
 
状
 

資
性
篤
責
閣
家
克
く
輯
睦
し
勘
倹
以

て
身
を
持
し
信
愛
以
て
衆
に
交
り
 

又
納
税
の
義
務
を
重
し
末
た
曾
て
懲
り
た
る
こ
と
な
く
其
稼
稿
に
於
け
る
 

や
耕
転
攻
穫
時
期
を
誤
た
す
力
行
多
年
一
日
の
如
し
其
善
行
淘
に
衆
多
の
 

模
範
と
す
る
に
足
る
勿
て
金
木
村
善
行
者
表
彰
規
程
に
依
り
所
定
の
徽
章
 
 

（
及
シ
ャ
フ
ル
ー
挺
）
を
贈
興
し
鼓
に
之
を
表
彰
す
 

明
治
四
十
三
年
十
一
月
二
十
日
 

北
津
軽
郡
長
正
七
位
勲
六
等
 
樋
口
兵
次
郎
 

備
 
考
 
乙
種
の
も
の
に
は
徽
章
及
シ
ャ
フ
ル
壷
挺
丙
種
の
も
の
に
は
 

徽
章
の
み
と
す
 官

 

署
 

金
木
敬
言
察
分
署
 

金
木
村
大
字
朝
日
山
四
百
四
十
九
番
地
に
あ
り
明
治
八
年
十
月
の
設
置

に
し
て
所
轄
匠
域
は
金
木
、
嘉
瀬
、
喜
良
市
、
武
田
、
中
里
、
内
潟
、
相

内
、
脇
元
、
小
泊
の
九
ケ
村
な
り
初
め
明
治
八
年
よ
り
同
十
一
年
二

月
ま

て
は
同
字
四
百
四
十
六
番
地
村
田
禰
兵
衛
居
宅
の

一
室
を
借
り
金
木
村
第

三
巡
査
屯
所
と
し
て
事
務
を
執
り
し
か
同
十
一
年
三
月
よ
り
同
字
四
百
三

十
番
地
芳
賀
清
四
郎
居
宅
の
一
室
に
移
蒋
金
木
分
署
と
改
構
同
十
九

年
よ

り
第
一
小
泊
第
二
中
里
の
ニ
ケ
屯
所
を
も
合
し
之
れ
を
管
轄
せ
し

め
た
り

同
二
十
一
年
分
署
長
中
島
義
一
は
分
署
の
新
築
を
企
て
所
轄
各
村
よ

り
寄

附
金
参
百
六
十
八
回
除
を
募
集
し
て
起
工
せ
し
か
未
た
工
を
竣
へ
さ
る
に

同
年
十
二
月
弘
前
裁
判
所
へ
出
向
を
命
せ
ら
れ
て
赴
任
し
後
任
分
署
長
久

保
貞
治
在
職
中
同
二
十
一一犀
九
月
新
築
落
成
せ
り
現
今
の
建
物
則
ち
是
な
り
 

明
治
三
十
七
年
八
月
よ
り
所
轄
内
小
泊
巡
査
駐
在
所
へ
巡
査
部
長
派
出

所
を
設
け
外
巡
査
駐
在
所
八
ケ
所
を
置
く
現
時
署
長
は
警
部
奥
寺
留
次
郎
 

('3) 

に
し
て
巡
査
部
長
三
上
義
信
外
一
名
以
下
巡
査
十
四
名
あ
り
て
部
内
警
察
 
同
四
十

二
年
一
月
 
同
 
上
 
藤
田

政
五
郎
 

事
務
を
掌
る
而
し

て
開
設
以
来
の
署
長
を
畢
く
れ
は
左
の
如
し
 

同
 
年
九

月
 
同
 
上
 
野
呂
亥
三
郎
 

明
治
八
年
十

月
 

十
五
等
出
仕
 

脇
山
 
義
保
 

同
四
十
四
年
一
月
 

同
 
上

（
現在
）
奥
寺
留
次
郎
 

同
 
九
年
五
月

同
 
十
年
三
月

同
十
一
年

三
月

同
十
八
年
四
月

同
十
八
年
十
月

同
 
十
年
九
月

同
 
十
一
年
十
二

月

同
 
十
四
年
七
月

同
 
十
六
年

一
月

同
 
十
六
年
十
月

同
 
十
七
年
九
月

同
 
十
七
年
十
二
月

同
 
十
八
年
八
月

同
一
十
年
八
月

同
一
十
一
年
四
月

同

一
十
一
一年
三
月

同
 

年
十
二
月

同
三
十
六
年
七
月

同
四
十
年
六
月

同
四
十
年
十
一
月
 

四
等
巡
査
 
成
田
孫
九

郎
 

三
等
巡
査
 
伊

藤
永
太
郎
 

警
部
補
心
得
巡
査
 

右
 
同
 
人
 

山
田
 
幸
輔

斎
藤
 
漸

中
島
 
義
一

久
保
 
貞
治

石
黒
熊
三
郎

小
山
内
逸
郎

岩
崎
 
峯
一

川
村
 
盛
責

寺
田
 
毅
志

木
戸
 
道
員

楼
庭
 
負
一

岡
子
 
笥

見
玉
 
義
孝

柴
田
忠
之
助

下
山
 
庸
三

能
登
谷
誠

一

大
島
 
富
八
 

五
所

川
原
囲

裁
判
所
金

木
出
張

所
 

金
木
村
大
字
金
木
字
朝
日
山
三
百
二
十
一
番
地
の
二
銃
に
あ
り
始
め
明

治
二
十
二
年
金
木
登
記
所
と
し
て
村
役
場
内
に
設
け
所
轄
は
本
村
限
り
な

し
し
か
二
十
一
年
五
所
川
原
匠
裁
判
所
金
木
出
張
所
と
改
稽
し
て
嘉
瀬
、
 

喜
良
市
、
金
木
、
武
田
、
中
里
、
内
潟
の
六
ケ
村
を
管
轄
せ
り
同
年
十
月

本
村
に
於
て
字
朝
日
山

の
民
有
地
を
借
受
け
聴
舎
を
新
築
し
献
納
し
た
る

に
依
り
之
れ
に
移
韓
せ
し
か
後
ち
同
三
十
六
年
本
村
有
志
者
現
今

の
敷
地

を
献
納
し
此
に
再
ひ
改
築
移
韓
す
る
に
至
れ
り
而
し
て
現
主
任
は
裁
判
所

書
記
木
村
藤
太
に
し

て
雇
員
一
名
と
共
に
事
務
を
掌
る
開
鷹
後
ー
ケ
年
間

に
於
け
る
最
初
の
取
扱
件
数
四
十
件
な
り
し
か
同
四
十
三
年
度
に
於
て
は

三
百
三
十
三
件
を
算
す
る
に
至
れ
り
 

左
に
開
所
以
来
の
主
任
書
記
を
畢
く
 

佐
藤
 
粛

石
井
 
忠
彰

大
閥
 
茂
吉

尾
坂
 
監
三

山
崎
精

一
郎
 

（
現在
）
木
村
 
藤
太
 

( 14) 



金
木
郵
便
局
 

余
木
村
大
字
金
木

字
朝
日
山
四
百
二
十
一
番
地
に
あ
り
現
局
長
蝦
名
元

太
郎
に
し
て
事
務
員
三
名
集
配
人
五
名
遁
送
人
四
名
に
て
郵
便
及
電
信
事

務
を
掌
れ
り
 

本
局
は
明
治
七
年
十
二

月
の
設
置
に
し

て
金
木
郵
便
取
扱
所
と
構
す
同

月
十
六
日
付
を
以

て
野
呂
雄
之
助
郵
便
取
扱
役
申
付
ら
れ
其
事
務
を
掌
る

こ
と
と
な
り
此
に
始
め
て
郵
便
の
制
度
を
布
か
れ
嘉
瀬
、
喜
良
市
、
金
木
、
 

富
野
、
大
津
内
、
繁
田
を
管
轄
し
明
治
八
年
一
月
十
二
日
金
木
郵
便
局
と

改
構
同
十
八
年
十
月
J

鴛
信
、
貯
金
、
事
務
開
始
同
二
十
五
年
十
二
月
十

五
日
局
長
野
呂
雄
之
助
以
来
免
官
同
年
同

月
十
六
日
蝦
名
元
太
郎
局
長
に

任
命
現
地
に
移
蒋
せ
り
 

同
二
十
九
年
十

一
月
小
包
逓
送
事
務
開
始
明
治
三
十
二
年
十
二
月
二
十

六
日
電
信
事
務
開
始
し
て
金
木
郵
便
局
と
改
構
而
し
て
大
津
内
は
中
里
局

へ
繁
田
は
車
力
局
の
所
轄
と
な
る
同
三
十
六
年
四

月
一
日
官
制
改
正
に
依

り
金
木
郵
便
局
と
改
構
せ
ら
れ
同
三
十
七
年
規
約
貯
金

特
別
取
扱
事
務
開

始
せ
り
 

金
木
郵
便
局
設
置
以
来
局
長
左
の
如
し
 

明
治
七
年
十
二
月
十
六
日
 

拝
 
命
 

野
呂
雄
之
助

明
治
ニ
十
五
年
十
二
月
十
六
日
 

拝
 
命

（
現任
）
蝦
名
元
太
郎
 

、
ノ
 

以
上
に
達
し
之
を
六
撃
校
に
編
制
し
教
員
七
名
（
内
裁
縫
専
科
教
員
一
名
）
 

を
置
き
次
て
校
舎
を
増
築
せ
り
其
増
築
費
七
百
四
拾
七
回
経
常
費
千
九
百

五
拾
六
園
五
拾
式

銭
の
多
額
を
算
す
る
に
至
れ
り
修
業
年
限
四
ケ
年
な
る

を
尋
常
小
撃
校
義
務
年
限
延
長
の
結
果
二
年
に
縮
少
せ
る
か
同
四
十
四
年

四
月
よ
り
」
年
に
延
長
せ
り
 

創
立
以
来
校
長
左
の
如
し
 

明
治
 
十
六
年

七
月
 
拝
命
 
校

長
 

坂
本
 
紋
作
 

拝
命
 
校
長
 

佐
藤
 
象
一
 

同
 
同
 

同
 

一
十
二
年
六
月
 

横
岡
慶
五
郎
 

同
 
同
 

同
 

一
十
五
年
七
月
 

（
再
）
佐
藤
 
象
一
 

同
 
同
 

同
 

一
十
六
年
四
月
 

同
 
同
 

相
馬
 
彦
蔵
 

同
 

一
十
六
年
十
月
 

同
 
同
 

古
川
 
武
英
 

同
 
四
十
一
年
四
月
 

同
 
同
 
 

工
藤
千
賀
五
郎
 

同
 
四
十
一
年
八
月
 

（現
）
清
野
直
太
郎
 

同
 
同
 

同
 
四
十
四
年
四
月
 

金
木
第
ー

ョ
寄常
小
畢

校
 

本
校
は
明
治
九
年
の
創
立
に
し
て
初
め
敷
地
を
借
受
け
校
舎
を
建
築
し

て
経
管
し
来
り
し

か
小
撃
校
令
責
施
に
伴
ひ
国
民
教
育
の
普
及
を
計
ら
ん

か
蔦
め
同
三
十
五
年
巨
額
の
金
を
支
出
し
て
字
菅
原
（
奮
御
蔵
屋
敷
）
へ

敷
地
八
百
十
七
坪
を
講
求
し
完
全
な
る
校
舎
を
新
築
せ
し
に
漸
次
生
徒
増

加
し
教
室
狭
院
を
告
く
る
に
依
り
同
四
十
一
年
度
に
於
て
更
に
敷
地
五
百

八
十
二
坪
を
購
ひ
校
舎
の
増
築
を
な
し
た
り
同
四
十
三
年
末
の
調
査
に
依

れ
は
敷
地
千
三
百
九
十
九
坪
建
物
四
棟
に
て
四
百
三
十
九
坪
畢
校
八
撃
校
 

金
木
村
教
育
 

我
か
金
木
村
の
教
育
に
開
し
て
は
従
来
撃
校
等
の
設
け

な
く
僅
か
に
神

職
笹
木
千
影
の
祖
先
よ
り
累
代
寺
小
屋
式
の
教
授
に
依
り
子
弟
を
教
育
し

つ
つ
あ
り
し
が
明
治
九
年
小
撃
校
を
創
設
し
同
二
十
三
年
小
畢
校
令
制
定

せ
ら
れ
し
ょ
り
教
育
上
の
設
備
年
を
追
ふ
て
漸
く
完
備
せ
り
尤
も
就
畢
歩

合
の
如
き
に
至
て
は
近
時
著
し
く
進
歩
し
同
四
十
三
年
末
の
調
査
に
依
れ

は
撃
齢
見
童
男
百
に
封
す
る
九
九
、
四
二
女
八
六
、
六
七
男
女
平
均
九
三
、
 

八
三
な
り
而
し
て
高
等
小
畢
校
は
明
治
ニ
十
九
年
金
木
第
一
尋
常

小
撃
校

よ
り
新
築
の
校
舎
に
移
橋
せ
り
爾
来
各
校
と
も
精
勘
生
徒
に
商
品
を
授
興

し
て
就
撃
及
出
席
を
奨
働
せ
ら
れ
又
開
業
醤
岡
本
豊
太
郎
に
撃
校
讐
を
嘱

託
し
て
部
内
小
畢
校
の
衛
生
を
掌
ら
し
め
た
り
各
校
施
設
の
大
要
左
の
如
し
 

明
治
青
同
等
小
畢

校
 

本
校
は
明
治
二
十
六
年
の
創
立
に
し

て
金
木
、
嘉
瀬
、
喜
良
市
、
武
田

の
四
ケ
村
組
合
よ
り
成
り
金
木
第

一
尋
常
小
撃
校
の

一
室
を
借
り
て
教
場

に
充
て
来
り
し
か
同
二
十
九
年
大
字
金
木
の
北
端
な
る
字
芦
野
の
内
懸
道

に
沿
る
秒
花
た
る
平
野
に
校
舎
を
新
築
し
て
之
に
移
韓
せ
り
其
敷
地
九
百

坪
建
築
費
千
百
回
な
り
同
ニ
十
九
年
末
生
徒
百
十
七
名
教
員
三
名
経
常
費

四
百
八
拾
武
圃
な
り
し
か
同
三
十
五
年
に
至
り
生
徒
の
数
増
加
し
て
二
百

三
十
名
と
な
り
是
か
増
築
費
参
百
五
拾
回
経
常
費
千
七
百
参
回
五
拾
壷
銭

四
厘
に
上
れ
り
同
三
十
九
年
に
至
り
生
徒
の
数
溢
増
加
し
て
二
百
八
十
名
 

教
員
八
名
生
徒
四
百
二
十
一
名
の
盛
況
を
見
る
に
至
れ
り
而
し
て
本
校
の

位
置
は
大
字
金
木
の
南
端
に
て
東
は
懸
道
に
沿
ひ
北
は
金
木
川
の
清
流
に

臨
み
西
南
は
花
々
た
る
田
圃
に
し
て
遠
く
岩
木
山
を
望
み
光
線
の
透
射
空

気
の
流
通
共
に
宜
し
き
を
得
た
る
最
も
好
位
置
な
り
 

明
治
二
十
五
年
十
二
月
二
十
七
日
 

御
員
影
を
拝
頂
し
同
四
十
一
年
奉
置
所
を
建
築
し
て
奉
遷
式
を
畢
く
又

同
三
十
九
年
よ
り
基
本
財
産
及
紀
念
林
と
し
て
本
校
の
周
囲
に
は
棒
松
五

百
本
を
植
え
造
林
地
と
し

て
は
金
木
匠
有
地
を
借
入
れ
松
杉
扇
柏
の
類
五

千
本
植
栽
せ
り
 

創
立
以
来
の
校
長
左
の
如
し
 

明
治
九
年
 

拝
命
 
校
長
 

八
木
貞
之
助
 

同
 
年
 

同
 
同
 

西
山
 
留
吉
 

同
 
十
六
年
 

同
 
同
 

今
井
 
武
一
 

同
 
十
八
年
 

同
 
同
 

竹
森
熊
次
郎
 

同
 
十
三
年
 

同
 
同
 

成
田
三
千
郎
 

同
 
十
四
年
 

同
 
同
 

封
馬
 
構
美
 

同
 
十

五
年
 

同
 
同
 

坂
本
 
紋
作
 

同
 
十

七
年
 

同
 
同
 

工
藤
 
隆
 

同
 
十

七
年
 

同
 
同
 

古
川
 
武
英
 

同
 
十

八
年
 

同
 
同
 
（
現

）
三
上
鋭
次
郎
 

金
木
第

ニ
ョ
寄常
小

撃
校
 

本
校
は
明
治
十
二
年
の
創
立
に
し
て
初
め
川
倉
藤
枝
各
一
校
を
維
持
せ
 

(16) 	 (15) 


